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１．がん対策について

（１）がん対策推進基本計画の見直しについて

がんは、昭和５６年より死亡の第１位であり、現在では年間の死亡者が３５万

人を超え、死亡の３人に１人ががんによるものである。また、生涯のうち２人に

１人ががんに罹患すると推計されている。依然としてがんは国民の生命と健康に

とって重大な問題である。

こうした状況を踏まえ、がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成

１８年に「がん対策基本法」（以下「基本法」という。）が成立し、平成１９年

４月に施行された。さらに平成１９年６月には、基本法に基づき、がん対策の基

本的方向について定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となる「が

ん対策推進基本計画」（以下「基本計画」という。）が閣議決定された。

基本計画は、基本法において少なくとも５年ごとに見直すこととなっており、

また、新たな課題も明らかになってきたため、厚生労働省においては、がん対策

推進協議会の意見を聴くなどして見直しを行い、新たな基本計画が平成２４年６

月に閣議決定された。新たな基本計画では、「がんになっても安心して暮らせる

社会の構築」を３つ目の全体目標として掲げ、がん患者とその家族やがんの経験

者を社会全体で支えていくこととしている。

都道府県におかれては、新たな基本計画及び「都道府県がん対策推進計画の見

直しに係る指針」（平成２４年９月１０日付け健が発０９１０第１号厚生労働省

健康局がん対策・健康増進課課長通知）等を踏まえ、「都道府県がん対策推進計

画」の策定をお願いしたい。

（２）小児がん対策について

「がん」は小児の病死原因の１位である。小児がんは治療後の経過が成人に比

べて長いことに加えて、晩期合併症や患者の発育・教育に関する問題等、成人の

がん患者とは異なる問題を抱えている。しかし、医療機関によっては少ない経験

の中で医療が行われている可能性があり、小児がん患者が必ずしも適切な医療を

受けられていないことが懸念されたこと等から、新たな基本計画では、小児がん

拠点病院及び小児がんの中核的な機関を整備することが目標に定められた。

これを受け、厚生労働省では、「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」

において小児がん拠点病院の要件等について検討を行い、検討結果を踏まえ、「小

児がん拠点病院の整備について」（平成２４年９日７日付け健発０９０７号健康

局長通知）を策定した。全国３７の医療機関が申請し、「小児がん拠点病院の指

定に関する検討会」において選定を進め、平成２５年２月に１５の医療機関を小

児がん拠点病院として指定したところである。今後、小児がん拠点病院を中心と

して地域における連携をすすめ、小児がん患者とその家族が安心して適切な医療

や支援を受けられるような環境の整備を目指すこととしている。

都道府県におかれては、都道府県がん対策推進計画策定の際に、小児がん拠点

病院の活用や都道府県内医療施設と小児がん拠点病院との連携等、小児がん対策

も盛り込むようご協力をお願いしたい。
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（３）緩和ケアについて

緩和ケアについては、がん患者とその家族などががんと診断された時から身体

的・精神心理的・社会的苦痛などに対して適切に緩和ケアを受け、苦痛が緩和さ

れることを目標として、新たな基本計画においても、重点的に取り組むべき４つ

の課題の一つとして位置づけられており、「３年以内に、拠点病院を中心に、緩

和ケアを迅速に提供できる診療体制を整備するとともに、緩和ケアチームや緩和

ケア外来などの専門的な緩和ケアの提供体制の整備と質の向上を図る」という個

別目標が掲げられている。

これを受け、厚生労働省では平成２４年４月より「緩和ケア推進検討会」を開

催し、緩和ケアを迅速に提供できる診療体制や専門的な緩和ケアの提供体制等に

ついて議論を進めている。平成２５年度予算案においては、「緩和ケア推進事業」

を盛り込み、都道府県がん診療連携拠点病院等を対象として、これまでの「緩和

ケアチーム」、「緩和ケア外来」、「緩和ケア病棟」等を統括した「緩和ケアセン

ター」を整備し、医師・看護師を中心とした多職種が連携してチーム医療を提供

する事業の実施に必要な経費を計上しているところである。

また、「がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知

識と技術を習得する」という前基本計画からの個別目標に対しては、平成２０年

に策定した「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針について」

（平成２０年４月１日付け健発第０４０１０１６号健康局長通知）に基づき、都

道府県及びがん診療連携拠点病院等において緩和ケア研修会を実施していただい

ているところであるが、緩和ケア研修会の修了証書発行件数（研修会主催責任者

からの確認依頼により、当該研修会が開催指針に準拠していることを厚生労働省

が確認した研修会の修了予定者数）は、平成２４年９月末現在、４７都道府県で

計３万６６４７人であった。引き続き研修会の開催及び調整にご尽力いただくよ

うお願いしたい。

（４）がん検診について

がん検診については、新たな基本計画において、引き続きがん検診受診率５０

％（胃、肺、大腸がんについては当面４０％）の達成を目指すとともに、科学的

根拠のあるがん検診の実施やがん検診の精度管理向上に引き続き取り組むことと

している。

厚生労働省では、がん検診の検診項目や精度管理、受診率向上施策等について

検討を行うため、平成２４年５月より「がん検診のあり方に関する検討会」を開

催している。平成２５年２月には子宮頸がん検診に関して、主にヒトパピローマ

ウイルス（ＨＰＶ）検査の扱いについてとりまとめの議論を行ったところである。

ＨＰＶ検査については、子宮頸がん検診として実施している細胞診に組み合わせ

た場合に、感度を高めがんの見逃しを減少されることや、検診間隔を延ばしても

同等の効果を上げることなどが期待されているが、日本における最適な実施方法

等の知見は十分ではないとの指摘があった。このため、平成２５年度予算案にお

いては、無料クーポンを配布するがん検診推進事業において、全国でＨＰＶ検査

を実施する場合の方法等を検証するため、ＨＰＶ検査等のデータ等を確実に収集
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可能な体制を整えた市区町村が、子宮頸がんの罹患率の高い一部の者（３０、

３５、４０歳の女性）に対して細胞診と同時にＨＰＶ検査を実施する事業に対し

て支援を行うこととしている。事業を実施していただく市町村に求められる要件

等は、現在、厚生労働科学研究の研究班で検討しているところであり、実施要綱

等で周知していくこととしている。

また、子宮頸がん検診については、検討会での議論を踏まえ、検診の名称を「子

宮がん検診」から「子宮頸がん検診」へ変更するとともに、検診実施機関から市

区町村への報告様式をベセスダシステムに統一する等、「がん予防重点健康教育

及びがん検診実施のための指針」を一部改訂する予定である。

今後、検討会では受診率向上施策や精度管理について検討を進めていくことと

している。また、市区町村に対してがん検診の実施体制等に関するアンケート調

査を実施することを予定しており、都道府県におかれても調査票の市区町村への

送付や集計等、ご協力をお願いする予定である。

（５）がん診療連携拠点病院等について

平成１３年から整備を開始したがん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」とい

う。）については、平成２５年３月現在、全国に３９７病院の医療機関を拠点病

院として指定している。新たな基本計画においては、拠点病院間に診療実績の格

差があること、未だ１１３の２次医療圏に拠点病院が指定されていないこと、地

域連携が不十分であること、さらに国指定の拠点病院に加え、県が独自の要件に

従ってがん診療を行う医療機関を指定しており、患者にとってわかりにくいなど

の課題が指摘されている。

これを受け、厚生労働省においては、「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」を平成２４年１２月から開始した。検討会においては、まず、今後の拠点

病院の全体の方向性をまとめた上で、今後、拠点病院の要件についても、検討会

のもとに設置を予定しているワーキンググループで検討することとしている。

検討会の議論を踏まえ、平成２５年度に新たな拠点病院の要件を策定し、新た

な要件に基づき新規の拠点病院の募集を再開し、平成２６年度より新たな要件に

基づいた拠点病院の指定を行う予定としている。

（６）がん対策予算について

がん対策予算については、基本法及び基本計画の見直しを踏まえ、平成２５年

度においても総合的かつ計画的にがん対策を推進するために必要な予算を計上し

ており、緩和ケアやがん検診の他に、治療と職業生活の両立等について新規の事

業を実施することとしている。がん患者の就労に関する総合支援事業等において

は、がん診療連携拠点病院の相談窓口に社会保険労務士や産業カウンセラー等を

配置し、就労継続を希望するがん患者等に対し各種相談や情報提供を行うととも

に、就労支援機関等との連携を強化することとしている。

これらの事業の詳細については、追ってお示しすることとしているが、各都道

府県におかれては、新規事業を含めたがん対策の実施に必要な財源の確保につい

て特段の御配慮をお願いする。



- 4 -

２．生活習慣病対策について

（１）健康日本２１（第二次）について

（新たな国民健康づくり運動に向けた取組について）

生活習慣の改善に向けては、現行の「健康日本２１」（平成１２～２４年度）

の次の計画として、平成２５年度から平成３４年度までを活動期間とする健康日

本２１（第２次）を平成２４年７月１０日に大臣告示したところである。

この健康日本２１（第二次）においては、健康の増進に関する基本的な方向と

して以下の５つの方向性をお示しした。

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関す

る生活習慣及び社会環境の改善

その特徴としては、現行の健康日本２１で推進していた１次予防に加え、重症

化予防の徹底を掲げたことや、これまで着目していた個人の生活習慣の改善の取

組だけでなくそれを支える社会環境の整備も同時に必要であるとの考えからその

位置づけを強調して盛り込んでいるところである。

これらの基本的方向に対応して５３項目の具体的な目標を設定したところであ

り、各自治体におかれても、これを勘案していただき、それぞれの健康増進計画

の見直し等を進め、地域の健康課題等に解決に向けた取組を進めていただきたい。

なお、自治体における取組を技術的に支援するため、厚生労働科学研究を活用

することとしている。具体的には、平成２４年度中には健診等データの分析のた

めのツールや、各種スライドや啓発ツール等の電子媒体を提供する予定である。

また、平成２５年度以降は新たな研究班を立ち上げ、個々の目標項目に関する各

自治体の状況を可視化するウェブサイトを開発・公開し、国民が誰でも地域にお

ける取組の進捗状況を容易に把握・比較することができるようにするとともに、

その状況に関する分析を行った上で好事例集を作成する等して自治体にフィード

バックするほか、健康日本２１（第二次）の推進に関する自治体担当者からの相

談に応じ、技術的支援を行うための研究課題を公募した。こうした研究班を活用

しながら、各自治体における健康増進計画の推進に努めていただきたい。

（２）国民健康づくり運動の推進について

（Smart Life Project（スマートライフプロジェクト）について）

現行の健康日本２１において、国民の健康寿命を延ばすために、主に生活習慣

病の予防を目的とした「すこやか生活習慣国民運動」を平成２０年度から実施し、

「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」を推進してきているところである。こ

の「すこやか生活習慣国民運動」を更に普及、発展させるため、幅広い企業連携

を主体とした取り組みとして「Smart Life Project」を平成２３年２月から開始
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している。

健康日本２１（第２次）においても、「Smart Life Project」を通じて、自治

体・民間団体・企業等との連携を引き続き実施していく予定としており、多くの

自治体の御参画をお願いする。

また、本年度から生活習慣病の予防などの啓発活動の奨励・普及を図るため、

「健康寿命をのばそう！アワード」を創設し、自治体・民間団体・企業の皆様に

おいて健康増進や生活習慣病の予防に貢献する優れた啓発活動や取組事例に対し

て大臣表彰を行うこととしており、平成２５年度は９月に実施する予定としてい

るので、多数の応募をお願いする。

（３）生活習慣の改善に向けた取組について

（健康増進法に基づく健康増進事業について）

平成２０年４月より、医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導以外に、

市町村においては、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診等の健康増進法に基づく健康増

進事業を実施しているところである。都道府県においては、地域・職域連携推進

協議会等を通じて医療保険者と連携し、市町村が実施する健康増進事業と特定健

康診査・特定保健指導との連携が円滑に進むよう引き続き支援をお願いする。

なお、平成２５年度からは、健康日本２１（第二次）の目標項目としている、

ロコモティブシンドロームの認知度向上に資するために、健康教育のメニューに

ロコモティブシンドロームを追加する予定である。また、特定健診・保健指導や

がん検診などと連携して事業を実施するための検討を行うための経費を計上予定

である。

（標準的な健診・保健指導プログラムについて）

健康日本２１（第二次）や第２期医療費適正化計画の着実な推進に向けて、平

成１９年に策定した標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）の改訂を行っ

ているところである。

今回の改訂にあたっては、主たる利用者である現場の健診・保健指導実施者（医

師、保健師、管理栄養士等）の視点で見直しを行い、非肥満者への対応を含めて

情報提供・受診勧奨の重要性を強調することで生活習慣病対策を推進する方向性

を示すこととしており、年度内の公表を予定している。

より効果的で効率的な保健事業を展開するためには、特定健診・特定保健指導

のデータの活用が重要であり、これは健康日本２１（第二次）の推進にも資する。

こうした考え方についてもこの標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）に

記載しているので、御活用をお願いする。

（身体活動基準及び身体活動指針について）

日常の身体活動（生活活動・運動）の量を増やすことで、メタボリックシンド

ロームを含めた循環器疾患・糖尿病・がんといった生活習慣病の発症及びこれら

を原因として死亡に至るリスクや加齢に伴う生活機能低下（ロコモティブシンド

ローム及び認知症）をきたすリスクを下げることができる。
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今般、健康日本２１（第二次）の推進に資するよう、平成１８年に策定した「健

康づくりのための運動基準２００６」等を改定を行い、平成２５年３月１２日付

けで通知したところである。

今回の改訂にあたっては、身体活動の増加でリスクを低減できるものとして、

従来の糖尿病・循環器疾患等に加え、がんやロコモティブシンドローム・認知症

が含まれることを明確化した。また、こどもから高齢者までの基準を検討すると

ともに、保健指導で運動指導を安全に推進するための具体的な手順を示した。さ

らに、身体活動を推進するためには社会環境の整備が重視であることから、「ま

ちづくり」や「職場づくり」における保健事業の活用例を紹介しているので御活

用いただきたい。

また、身体活動指針２０１３を国民向けのパンフレットとして、自治体等でカ

スタマイズして配布できるような形で作成しているので、御活用をお願いする。

（運動実践の場の提供について）

健康づくりのための運動等を安全かつ適切に行うことができる施設を「健康増

進施設」（運動型、温泉利用型、温泉利用プログラム型の３種類）として認定し

ている。（平成２５年２月２２日現在、運動型３５３施設、温泉利用型１９施設、

温泉利用プログラム型３７施設）

また、これらの施設においては、運動指導の専門家による運動指導等が行われ

ているところである。

今後とも、特定保健指導を始めとする生活習慣病予防対策における運動指導の

担い手として、健康増進施設の活用を図られたい。

（糖尿病対策について）

糖尿病は脳卒中や心筋梗塞のリスクを高め、神経障害による足壊疽、網膜症に

よる失明、腎症による人工透析の導入等、様々な合併症を引き起こし、生活の質

ならびに社会経済活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼす。

糖尿病対策を更に推進するため、重症化予防対策を強化することとしており、

糖尿病の専門病院と一般の診療所との診療連携体制を構築するため、都道府県に

おける、

・診療連携体制のあり方の検討

・連携体制構築のための医療機関に対する説明会等の開催

・適切な食事・運動療法を診療所においても受けられるよう診療所の看護師や

管理栄養士等と専門病院の糖尿病療養指導士との連携強化等の支援などを、糖尿

病疾病管理対策強化事業により、引き続き実施していくこととしているので、こ

の事業が円滑に進むよう御協力を御願いする。

糖尿病の重症化予防のためには、治療中断を防ぐことが重要であり、健康日本

２１（第二次）においても目標設定をしている。昨年度、治療継続の重要性を啓

発するため「糖尿病の治療を放置した働き盛りの今」というパンフレットを作成

し、厚生労働省のホームページ上にて公表しているので、適宜御活用いただきた

い。
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（たばこ対策について）

たばこが健康に悪影響を与えることは明らかとなっており、がん、循環器疾患

等の生活習慣病を予防する上で、たばこ対策を進めることは重要な課題である。

このため、平成２４年６月８日に閣議決定された「がん対策推進基本計画」及

び平成２５年度から始まる「健康日本２１（第二次）」において、具体的な数値

目標を設定した。

これを踏まえて、成人の喫煙率の低下に関しては、たばこをやめたい人が止め

られるよう支援するために、平成２５年度から、がん診療連携拠点病院内に「た

ばこ相談員」を設置して、禁煙に関する無料の電話及び対面相談を受ける体制を

整えるなど、禁煙支援の充実を図る予定である。

また、受動喫煙については、健康増進法第２５条に、受動喫煙による健康への

影響を踏まえ、多数の者が利用する施設について、受動喫煙を防止する措置を講

ずるよう努めなければならない旨が規定されており、平成２２年２月２５日に、

多数の者が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙であるべきこと等を記

した健康局長通知を発出し、平成２４年１０月２９日に、再度、受動喫煙防止対

策について徹底をお願いする旨、健康局長通知を発出している。また特に、施設

の出入口付近における喫煙場所の取扱いについては、平成２５年２月１２日に、

喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置が講じられるよう、事務

連絡にて、周知及び円滑な運営をお願いしている。

こうした中、「健康的な生活習慣づくり重点化事業（たばこ対策促進事業）」

については、平成２５年度予算案では、４０百万円を計上したところである。

各都道府県、政令市、中核市、保健所設置市及び特別区においては、地域のた

ばこ対策関係者との連携の下、女性において喫煙率が高い傾向にある２０～３０

歳代の女性をターゲットとした禁煙対策や、禁煙成功者を中心とした「禁煙普及

員」による草の根的な禁煙・受動喫煙に関する普及啓発活動などの実施により、

たばこ対策の更なる推進をお願いする。

（アルコール対策について）

多種多様なアルコール飲料が販売されるとともに、飲酒機会が増大する中で、

アルコールに起因する様々な事柄が社会問題となっている。国際的には、飲酒は、

３番目に大きな疾病負荷と認識されている。

国際的な流れとしては、平成２２年５月の第６３回WHO総会において「アルコ

ールの有害な使用を軽減するための世界戦略」が採択された。本戦略の中では、

アルコールの有害使用のモニタリングやサーベイランスの重要性が強調されてお

り、厚生労働省としては、本戦略を踏まえ、アルコール対策を更に推進すること

としている。

厚生労働省では、平成２５年度から始まる「健康日本２１（第二次）」におい

て、

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコ

ール摂取量が男性４０ｇ以上、女性２０ｇ以上の者）の割合の減少、

②未成年者の飲酒をなくす、

③妊娠中の飲酒をなくす
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を目標として掲げ取組を推進している。特に上記①については、がん、高血圧、

脳出血、脂質異常症等のリスクが１日平均飲酒量とともにほぼ直線的に増加する

こと、また、少量の飲酒では健康への好影響をもたらすという「Jカーブ効果」

がみられる全死亡、脳梗塞及び虚血性心疾患についても、概ねこの飲酒量を超え

るとリスクが上昇することになる。

また、平成２４年度には、健診・保健指導の現場で活用されている「標準的な

健診・保健指導プログラム」を改訂し、保健指導の現場で適宜御活用いただくた

めのツールとして、飲酒量を判断するスクリーニング（AUDIT）や保健指導とし

て減酒支援（ブリーフインターベンション）を実施する際の具体的な方法等を示

すこととした。健康日本２１（第二次）で目指す生活習慣病の改善支援の一環と

して、食生活・身体活動・禁煙の支援とともに減酒支援を推進していくことが重

要である。

（女性の健康づくり対策の推進について）

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を過ごすことができるよう、

女性の様々な健康問題を社会全体で総合的に支援する必要がある。

自治体が既に実施している取組等を集約し、ホームページで女性の健康づくり

対策の事例として啓発し、女性の視点を取り入れた健康づくりを推進している。

また、毎年３月１日から３月８日の「女性の健康週間」を活用し、国及び地方

公共団体、関連団体等社会全体が一体となって、各種の啓発活動、行事等を展開

することとしており、引き続き、運動推進への協力をお願いする。

（４）栄養施策・食育の推進について

栄養・食生活は、多くの生活習慣病と関連が深く、生活の質との関連も深いこ

とから、健康・栄養状態の改善を図るとともに、良好な食生活を実現するための

個人の行動変容を促すこと、さらに個人の行動変容を支援する環境の確保が必要

である。

そこで、栄養・食生活に関する知識の普及啓発、科学的根拠に基づく栄養施策

の推進、管理栄養士等による栄養指導の実施、管理栄養士等の人材育成を柱とし

て栄養施策を推進している。

（管理栄養士等による栄養指導の実施について）

「糖尿病予防戦略事業」については、飲食店が行う栄養成分表示やヘルシーメ

ニューの提供の促進など、健全な食習慣を形成するための環境整備に資する取組

を実施する都道府県、保健所設置市及び特別区を補助対象とし、平成２５年度予

算案において３７百万円を計上している。なお、申請件数が多数あった場合には、

事業内容を精査し予算額内で補助する予定である。

また、質の高い栄養ケアを効率よく提供することを目的とし、特定の疾患別に

特化した知識・技術を深めた管理栄養士を育成するため、各専門分野別リーダー

向け研修プログラムを作成、検証を行う事業について、公益社団法人日本栄養士

会へ委託し、実施する予定である。

さらに、「栄養ケア活動支援整備事業」については、増大する在宅療養者に対
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応するため、潜在管理栄養士等の人材確保、関係機関・関係職種と連携した栄養

ケアの先駆的活動を行う民間団体の補助として平成２５年度予算案においても

４０百万円を計上している。

（管理栄養士等の人材育成について）

地域における健康づくりや栄養・食生活の改善のため重要な役割を担う行政

栄養士は５，８７７人（平成２４年度）となっており、この１０年間で約

２，０００人の増加となっている。管理栄養士等の配置については地方交付税措

置を講じているところであり、引き続き、行政栄養士の配置を含め必要な体制の

整備等に特段の御配慮をお願いする。

また、健康日本２１（第二次）の推進に合わせて、概ね１０年を視野に入れ行

政栄養士による栄養改善の業務指針の見直しを行うことともに、特定給食施設の

指導及び栄養管理についての通知を改正する予定としている。

また、調理師養成施設のカリキュラム等については、平成２４年１１月より「調

理師の養成のあり方等に関する検討会」を開催し、調理師養成施設のカリキュラ

ムや調理師試験等の見直しに関する検討を行い、平成２５年２月に報告書を取り

まとめたところである。今後、調理師法施行規則及び調理師試験基準等を改正す

る予定であり、引き続き、調理師養成施設の指導監督及び調理師試験の適切な実

施をお願いする。

（国民健康・栄養調査について）

国民健康・栄養調査については、平成２２年度は世帯の所得、２３年度は生鮮

食品の入手困難さなどを新たに調査項目に加え、健康・栄養施策の基礎資料の収

集に努めている。平成２４年度の調査では、健康日本２１（第二次）の主要な目

標に関するベースラインデータを収集し、都道府県間の比較を行うために、調査

地区数を拡大して実施した。今後は、健康日本２１（第二次）の中間評価、最終

評価にあわせて平成２８年度、平成３２年度に拡大調査を実施する予定である。

平成２５年度は従来どおりの調査地区数に戻して調査を実施し、国民健康・栄養

調査担当者会議は、７月末に開催することとしているので、御協力をお願いする。

（食事摂取基準について）

食事摂取基準は、国民の健康の保持・増進と生活習慣病の予防を目的とし、エ

ネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示したものであり、５年毎に改定を行っ

ている。平成２７年度から使用する「日本人の食事摂取基準（２０１５年版）」

を策定するため、平成２５年２月より検討会を開催し、平成２５年度中に報告書

を取りまとめる予定である。今回の改定にあたっては、高齢化の進展や糖尿病有

病者数の増加等を踏まえ、生活習慣病の発症予防だけではなく、重症化予防も視

野に入れることとしている。

（健康づくりのための食育の推進について）

内閣府においては、第２次食育推進基本計画（平成２３年度～２７年度）に基

づいて取組を推進されているところであり、その計画の中で、生活習慣病の予防
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及び改善につながる食育の推進が重点課題に掲げられていることから、食育の推

進にあたっては、関係部局等との連携を十分に図るとともに、健康日本２１（第

二次）や都道府県及び市町村の健康増進計画の内容や動向と調整しつつ、地域の

特性に応じた取組の推進をお願いする。

毎年実施している「食生活改善普及運動」については、健康増進の総合的な推

進を図る観点から、平成２５年度も９月の「健康増進普及月間」にあわせ実施す

ることとしており、それぞれの地域の特性を勘案の上、効果的な運動の推進をお

願いしたい。

３．地域保健対策について

地域保健対策については、各地方公共団体で地域の実情に即した具体的施策の

推進を図っていただいているが、急速な少子高齢化の進行、市町村合併の進展や

市町村への権限移譲などにより、地域保健をめぐる環境は大きく変化している。

こうした状況を踏まえ、地域保健に関する新たな課題に即応できるよう、一層の

体制整備等を図っていくことが重要である。

また、地震や豪雨をはじめとする自然災害や新型インフルエンザ等の感染症へ

の対応など、緊急時における国民の健康の確保も、地域保健対策の重要な課題の

ひとつであり、引き続き地域健康危機管理対策の取組を推進することが重要であ

る。

各地方公共団体におかれては、健康危機管理における保健衛生部局の役割分担

の明確化や休日・夜間を含めた情報の収集、伝達体制の整備に努めるとともに、

保健所と本庁、地方衛生研究所等の関係機関、関係団体との連携の強化等を一層

推進していただきたい。

（１）地域保健対策の推進に関する基本的な指針改正の概要

地域保健対策については、地域保健法第４条第１項の規定に基づく「地域保健対

策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第３７４号）により、地域保

健対策の円滑な実施及び総合的な推進に取り組んでいただいている。

今般、少子高齢化の更なる進展、非感染性疾患（ＮＣＤ）対策の重要性の増大等、

近年の地域保健を取り巻く状況が大きく変化していることを受け、所要の改正を行

った。

主な改正の概要は、以下のとおりであり、各自治体におかれては、改正された指

針の趣旨を踏まえ、体制の構築や施策の展開を通じて地域保健対策の推進を図って

いただきたい。

（改正の内容）

１．ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進

２．地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりの推進

３．医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化

４．地域における健康危機管理体制の確保
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５．学校保健との連携

６．科学的根拠に基づいた地域保健の推進

７．保健所の運営及び人材確保に関する事項

８．地方衛生研究所の機能強化

９．快適で安心できる生活環境の確保

10．国民の健康増進及びがん対策等の推進

（２）健康危機管理対応について

（保健所等における健康危機管理体制の確保）

保健所等の危機管理体制の確保については、平時からの体制づくりが重要であ

る。「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第374号）

及び「地域における健康危機管理について～地域健康危機管理ガイドライン～」

（平成１３年３月３０日付健総発第17号厚生労働省健康局総務課長通知）により、

その対応をお願いし、また、「保健所における健康危機管理体制の整備の徹底に

ついて」（平成２０年２月１５日付健総発第0215001号厚生労働省健康局総務課

長通知）により、特に休日・夜間における健康危機事例に的確に対応できるよう、

その徹底をお願いしている。引き続き地域の健康危機管理の拠点として、体制の

確保に万全を期されるよう、改めてお願いする。

なお、厚生労働省としても健康危機管理事例発生の未然防止や拡大抑制のため

に、平時から体制を整備するとともに、健康危機事例発生時には、迅速かつ適切

な対応のための保健活動等を行うための費用について、補助制度を設けているの

で、活用されたい。

ａ 地域健康危機管理体制推進事業

・平成25年度予算案 15,000千円

・補助率 １／２

・補助先 都道府県、保健所設置市、特別区

既存の補助制度のない事業であって、健康危機管理事例

発生の未然防止や拡大抑制のために、平時から地域にお

いて、健康危機管理における体制の整備を推進し、実施

主体の地域性及び特殊性に考慮した事業に対する支援を

実施。

b 地域健康危機管理対策特別事業

・平成25年度予算案 50,000千円

・補助率 １０／１０

・補助先 都道府県、保健所設置市、特別区
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既存の補助制度のない事業であって、緊急的に財政支

援が必要となった場合に健康相談等の健康危機事例に

応じた保健活動の支援を実施。

（健康危機管理研修）

平成１３年度から実施している「健康危機管理保健所長等研修」については、

平成２２年度より「健康危機管理研修」とし、平成25年度も国立保健医療科学院

において健康危機管理を第一線で担当する保健所長等管理的職員を対象に実施す

ることとしているので、受講について特段のご配慮をお願いする。自治体のニー

ズを踏まえ、平成２２年度より、大規模震災を題材とした図上演習や健康危機事

案発生時における報道機関等への対応に関する講義、演習を加える等、短期間で

の有事対応能力の向上を目指したプログラムを提供できるよう努めている。

なお、以下の日程は今後再調整される可能性があるので、必ず国立保健医療科

学院ＨＰで確認すること。

ａ 実務編

・対象：保健所長等地域における健康危機管理を

担当する管理的立場の職員

・研修日程 (定員各30名)

第１回 平成25年６月24日(月)～６月26日(水)

第２回 平成25年10月16日(水)～10月18日(金)

・研修案内アドレス

http://www.niph.go.jp/entrance/h25/course/short/short_

hoken01.html

ｂ 高度技術編

・対象：保健所長等地域における健康危機管理を

担当する管理的立場の職員

原則として平成16年度以降に国立保健医療科学院が

実施した健康危機管理研修基礎コースもしくは実務編

（平成21年度から）を修了しているか、または同等

の知識・技術を有する方

・研修日程(定員20名)

平成26年１月29日（水）～１月31日（金）

・研修案内アドレス

http://www.niph.go.jp/entrance/h25/course/short/

short_hoken02.html
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（３）保健所における医師確保

（保健所長の資格要件の緩和）

地方分権改革推進委員会からの「保健所長の医師資格要件」についての緩和を

求める第１次勧告（平成２０年５月２８日）等を踏まえ、「地域保健法施行令第

４条に定める保健所長の資格について」（平成２１年３月３１日健発第0331041

厚生労働省健康局長通知）により、医師以外の資格要件の緩和措置を講じたとこ

ろである。医師を保健所長に配置することが著しく困難な場合には本制度を有効

に活用されたい。

＜通知等の内容＞

○ 医師以外の保健所長の資格要件の緩和

「地域保健法施行令第４条に定める保健所長の資格について」

（平成２１年３月３１日健発第0331041厚生労働省健康局長通知）

（公衆衛生医師の確保）

地域における保健対策や健康危機管理体制の整備を推進するためには、公衆衛

生医師の育成・確保が重要であるが、一部の地方公共団体では、公衆衛生医師の

確保が困難な状況にある。このような地方公共団体では、平成１６年度から実施

している「公衆衛生医師確保推進登録事業」の活用や平成１９年３月に取りまと

められた「公衆衛生医師の育成・確保のための環境整備評価委員会」報告書を活

用するなどして、公衆衛生医師の確保・育成に向けての努力を引き続きお願いす

る。

(４）保健文化賞

保健文化賞(第一生命保険相互会社主催、厚生労働省後援・厚生労働大臣賞交付)

は、保健衛生の向上に寄与することを目的として、昭和24年度に創設され、保健

衛生及び関連する福祉等の分野ですぐれた業績をあげられた個人と団体を顕彰し

ている。

平成２５年度の応募期間は、平成２５年２月１日(金)から４月１５日(月)まで

となっているので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、地域に密

着した地道な活動を行っている者（団体）から応募に関する推薦の依頼があった

場合や、推薦するにふさわしい者（団体）がいる場合は、その業績等を調査の上、

推薦されるようお願いする。

(５）厚生労働大臣表彰（食生活改善事業功労者及び公衆衛生事業功労者）

平成２５年度厚生労働大臣表彰（食生活改善事業功労者及び公衆衛生事業功労

者）については、平成２４年度と同様の手続きにより引き続き実施する予定であ

り、実施時期を含めた詳細については、別途お知らせすることとしている。
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４．保健活動について

（１）「地域における保健師の保健活動について」の見直しについて

保健師の人材確保や保健活動の充実強化の方向性、保健師が保健活動を行う上

での留意事項、保健師が保健活動において取り組むべき具体的な方向性について

は、「地域における保健師の保健活動について」（平成１５年健発第1010003号厚

生労働省健康局長通知）等により示している。

現行の通知発出以降、社会経済情勢の変化、介護保険制度の改正や特定健診

・特定保健指導制度の施行など関連施策の制度改正や新規事業の創設、東日本大

震災をはじめとする災害時の支援活動で保健師の役割の重要性が高まっている状

況などを踏まえ、今後の地域における保健師の活動の方向性について有識者によ

る検討会で議論され、報告書がとりまとめられた。

今後、保健師の活動の方向性について改めて通知を発出する予定であるので、

各自治体におかれては、通知や報告書をきっかけとして、地域の実情に応じた保

健師の活動の方向性及び保健師の活動を支える体制整備等についてご検討いただ

きたい。

（参考）

○地域における保健師の保健活動の在り方に関する検討会報告書（未公表）

（平成24年度地域保健総合推進事業）

（２）市町村保健活動体制の再構築

地域住民に身近な保健事業の担い手として、市町村の役割は年々大きくなって

きており、また、地域の健康課題は複雑化、多様化している。市町村合併の進展

に伴う人口規模の拡大もあいまって、市町村保健師等の活動範囲は拡大し、求め

られる役割も多様化している。

市町村保健活動の中核的な機能である、地域住民自らが健康状態を改善できる

ように支援する機能や、地域の健康課題を把握し対応する施策を企画立案・評価

する機能等を十分に発揮できるよう、地区分担制と業務分担制の併用などの体制

整備や、専門技術職員の適正配置、統括的な役割を担う保健師の配置など、市町

村保健活動の機能強化について特段のご支援をお願いする。

（参考）

○市町村保健活動の再構築に関する検討会報告書（平成１８年度）

○地区活動のあり方とその推進体制に関する検討会報告書（平成２０年度地域

保健総合推進事業）

（３）保健師の人材確保について

厚生労働省では、これまで関係省庁と調整の上、地方公共団体における業務量

の増大を踏まえ、地方交付税措置対象となる保健師数の確保に努めてきており、

近年は、特定健診・特定保健指導の実施や自殺対策の強化のため、地方交付税措

置の対象人数が拡大されてきた。一方、地方交付税で措置された人数（試算）と

実人員数とを比較すると、地方交付税による措置人数が実人員数を大きく上回っ
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ている状況にある。

自治体ごとに状況は異なると思われるが、多種多様な住民ニーズや新たな健康

課題に対し、住民に効果的かつ質の高い保健福祉サービスを提供するため、保健

師の計画的な確保に努めていただくことが必要。

また、生活保護制度の見直しに関連して、社会・援護局の平成２５年度予算案

では、福祉事務所において、健診結果に基づく保健指導や受給者からの健康相談

等の際に、助言指導等必要な対応を行う専門の職員を配置できるよう、地方交付

税措置として、ケースワーカー等の増員が計上されている。各自治体におかれて

は、この措置を活用して、福祉事務所で健康管理面や医療扶助の相談等を行う専

門職員を配置するなど、生活保護受給者への健康管理の支援に向けた取組に努め

ていただきたい。

（参考：近年の地方交付税による保健師増員措置状況）

平成23年度 市町村分約1,400人分

道府県分約 70人分

増員趣旨：自殺担当部局に保健師を配置し、自殺未遂者やうつ病患者とその家

族等に対する相談支援等の充実を図る。

（４）被災者の健康の確保

東日本大震災から、２年が経過したが、今なお多くの方々が仮設住宅等での生

活を余儀なくされている。被災地の復興が一日も早くなされ、被災した方々がよ

り良い生活環境を取り戻し、健康的に過ごせるよう、被災地健康支援事業の実施

期限を平成２５年度末まで延長するなど、厚生労働省としても引き続き支援に努

めている。

これまで、被災者の健康支援に必要な保健師等の派遣に多くの自治体が協力い

ただいたことについて、改めて御礼申し上げるとともに、今後とも必要な支援に

ご協力いただきたい。

（５）生活習慣病予防の本格的な取組の推進

健康寿命の延伸をめざし、平成２０年度から、生活習慣病の予防と中長期的な

医療費の適正化の観点から、医療保険者が地域保健関係者と協働して特定健診・

特定保健指導を行っている。この趣旨を踏まえ、国民の生活習慣改善に向けた積

極的な普及啓発のほか、今回改訂した「標準的な健診・保健指導プログラム」を

もとに、効果的かつ効率的な保健指導を実施していただきたい。

また、生活習慣病対策は、自治体の衛生部門と国保部門の密接な連携のもと、

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの組み合わせによる重点的

な取組も重要である。都道府県におかれては、これらの活動が円滑に実施できる

体制の構築や、効果のある保健指導の実施に向け、人材の育成や確保等、市町村

の支援も含め種々の対策に積極的に取り組んでいただきたい。

なお、健診・保健指導の実施にあたり、都道府県の指導者等を対象に、「生活

習慣病対策健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修（研修計画編・事業評

価編）」を国立保健医療科学院において実施することとしているので、受講促進
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について特段の御配慮をお願いする。

（６）地域・職域の保健活動の推進について

生活習慣病を予防するためには、個々人の主体的な健康づくりへの取組に加え、

地域・職域における保健事業による生涯を通じた継続的な健康管理の支援が重要

である。

平成１７年度から全国的な取組として、地域保健と職域保健が連携を図り、健

康づくりのための社会資源を相互に有効活用して、保健事業を共同で実施するな

どの取組を推進するため「地域・職域連携推進協議会」の設置を推進・支援して

いる。

２３年度からは、本協議会に自殺・うつ病等に対応するための構成員を増員す

ることにより、地域の実情に応じたメンタルヘルス対策の推進を図る役割を追加

した。本協議会でメンタルヘルス対策に取り組む場合は、地域保健と職域保健分

野の支援実務者の連携が図られ、休職者等一人ひとりの状況に応じた具体的な対

応が図られるよう、適切な支援実務者の確保に努められたい。

また、平成２４年６月に「自殺予防対策に関する行政評価・監視」で、総務省

が調査した２０自治体のうち、地域・職域連携推進協議会において、自殺予防対

策に取り組んでいるのが１県にとどまったこと等から、地域において、地域保健

と産業保健との連携による自殺予防対策を一層推進する必要がある旨、総務省よ

り勧告があった。

厚生労働省としても、地域・職域連携の取組事例等の情報提供を推進していく

ので、各自治体においても、それらを参考に地域・職域連携推進協議会による地

域・職域連携による自殺予防対策に、より一層取り組んでいただきたい。

（参考：自殺予防対策に関する行政評価・監視結果報告書）

http://www.soumu.go.jp/main_content/000164604.pdf

（７）保健指導従事者の人材育成

生活習慣病対策の充実・強化や、新たな健康課題に適切に取り組むための人材

育成については、保健師等による効果的な保健指導の実施を念頭に、適切かつ高

度な知識と技術の習得が重要である。また、保健師助産師看護師法等の改正によ

り、保健師の臨地研修の実施に努めるよう義務づけられたことから、自治体にお

いて、保健師の研修体制の一層の整備を図ることが求められている。

そこで、平成23年度から補助事業として「地域保健従事者現任教育推進事業」

を実施している。本事業では、都道府県又は指定都市が人材育成の中核となる保

健所等を中心として地域保健従事者の現任教育体制を構築するとともに、当該保

健所がそれ以外の保健所等での研修内容の把握・評価を行い、必要により助言等

を行うこととしている。各都道府県・指定都市においては、本事業を積極的に活

用して、地域保健従事者に係る階層別の人材育成計画や人材育成ガイドライン等

の作成・総点検を行うなど、研修体制の充実強化を図っていただくようお願いす

る。

また、保健師等が研修に参加する機会を確保するため、

① 都道府県及び指定都市の保健師を対象として、国立保健医療科学院が行う
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研修に参加する際の代替職員配置及び旅費の支援

② 保健所保健師を対象として、人材育成の中核となる保健所等が行う研修に

参加する際の代替職員配置及び旅費の支援

③ 市町村保健師を対象として、保健所等が行う研修に参加する際の代替職員

配置及び旅費の支援

を行うこととしている。

さらに、厚生労働省では、全国数カ所において、市町村の管理的立場にある保

健師を対象として、人材及び業務の管理に必要な能力を向上させるための研修事

業を実施しており、平成25年度も継続実施する予定であるので積極的な参加をお

願いしたい。

これらの事業も活用しながら、地域保健従事者に対し計画的かつ効果的に研修

の受講機会を提供し、保健師等の資質向上に努めていただくようお願いしたい。

（８）ホームレスの保健対策について

ホームレスの自立支援の一環として、都道府県、政令市、特別区において、「ホ

ームレス保健サービス支援事業」（健康に不安を抱えるホームレスに対する健康

相談等の保健サービスの実施）を実施していただいているが、平成25年度におい

ても、所要の国庫補助を予定しているので、特に、多数のホームレスが所在する

地域においては、福祉部局との連携を図りながら同事業を積極的に実施していた

だくよう努められたい。

（参考）平成25年度各研修等日程（案）

○生活習慣病対策健診・保健指導に関する企画・運営・技術研修

開催時期 研修計画編：平成２５年６月３日（月）～６月４日（火）

事業評価編：平成２５年６月５日（木）～６月７日（金）

対 象 者 ①行政、保険者、関係団体等の指導者で特定健診・特定保健指導の

技術面の普及・推進に関わる者、リーダー的な立場にある者

②行政で事業推進に携わる者または保険者協議会、地域・職域連携

推進協議会等で評価に携わる者

開催場所 国立保健医療科学院（埼玉県和光市）

○保健師中央会議

開催時期 平成２５年７月１０日（水）～７月１１日（木）

開催場所 東京都内での開催を予定

○全国保健師長研修会

開催時期 平成２５年１０月３１日（木）～１１月１日（金）

開催場所 鳥取県
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○保健師等ブロック別研修会

北海道東北ブロック

開催時期 平成２５年７月３１日（水）～８月２日（金）

開催場所 秋田県

関東甲信越ブロック

開催時期 平成２５年７月２４日（水）～７月２６日（金）

開催場所 栃木県

東海北陸ブロック

開催時期 平成２５年８月２６日（月）～８月２８日（水）

開催場所 岐阜県

近畿ブロック

開催時期 平成２５年９月１７日（火）～９月１９日（木）

開催場所 兵庫県

中国四国ブロック

開催時期 平成２５年９月４日（水）～９月６日（金）

開催場所 島根県

九州ブロック

開催時期 平成２５年８月２１日（水）～８月２３日（金）

開催場所 大分県

○医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修

開催時期 第１回：平成25年５月13日（月）～５月17日（金）

第２回：平成25年11月25日（月）～11月29日（金）

開催場所 国立保健医療科学院（埼玉県和光市）








































